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2024.3.19 

会員各位

平素より毎々格別のご厚情を賜り、心より御礼申し上げます。

最近のトピックスをお伝えいたします。

--------------------------------------------------------------------------------------- 

◆令和5年度の人事院勧告分に関する公定価格に関するFAQが追加される◆

「公定価格に関するFAQ」の第24版が3月8日付で更新されました。以前、事務連絡

「令和５年人事院勧告に伴う国家公務員給与改定を踏まえた令和５年度補正予算における

公定価格の取扱いについて」で令和５年度の公定価格における人件費改定分に係る改定率

（基準年度が令和４年度の施設・事業所は５．２％等）が示されましたが、①「当初単価と

遡及改正単価での差額」（実際に園がもらう額）と②「人件費の改定分の算式で算定した金

額」に差が生じたケースがあり、園として事務及び財政的な負担が生じないよう、その調整

を行う方法がこのFAQで示されました。

（令和4年度が基準年度の場合）

１．加算Ⅰの4.68％相当額（5.2％相当額×90％）を算出する（②の計算方法）

２．遡及改正単価による委託費・施設型給付費の年間総額（今年度の実収入額）を算出

する

３．当初単価を適用した場合の委託費・施設型給付費の年間総額を算出する

４．「２の額－３の額」を算出する（①の計算方法）

５．１の額と４の額を比較し、小さい額が最低額となる

６．５の額から社会保険料等事業主負担額を控除して配分、支給する

　多くの場合は上記１の計算で算出した額が最少額になることが想定され、２～５の手順

を割愛して１の額をそのまま使用することも可能です。ただ、正確なところは施設ごとに計
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算してみなければわからないのが実情ですので、事務的な負担を考慮しつつ、その点に注意

ください。

こども家庭庁HP

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/
field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-
edced6d12ee1/28e5a41a/20231205_policies_kokoseido_47.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------- 

◆令和6年4月1日からの最低基準の見直しが告示される◆

3月13日、保育所や認定こども園等の職員配置を定める「児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準」「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準」

等が改正され、告示されました。保育に直接従事する職員数が改正点となりますが、その内

容は以下の通りです。

・満三歳以上満四歳未満の園児（いわゆる3歳児）　「おおむね15人につき1人」

・満4歳以上の園児（いわゆる4・5歳児）　　　　「おおむね25人につき1人」

従前の3歳児がおおむね20人、4・5歳児がおおむね30人だったものが令和6年4月1日

からこの内容に変更されることとなります。経過措置も付記されており、保育士及び保育

従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、

「おおむね25人につき1人」にせず、従前のままでよいとされています。また令和7年3

月31日までの期間で、都道府県や市町村の条例が制定施行されることに時間を要す場合は、

従前の基準とみなすこととなっています。

　その他、今回の基準が定められたことで、今まで加算であった3歳児配置改善加算や

チーム保育加配加算などのあり方が見直されるため、令和6年度の公定価格の単価や留意

事項通知の変更内容に注視が必要です。
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特定非営利活動法人 福祉総合評価機構

保育所サポートデスク事務局

〒160-0023  

東京都新宿区西新宿6-15-1 ラ・トゥール新宿707  

TEL 03-6279-0331（代表）FAX 050-3488-7866  
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【通知】幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する
基準等の⼀部を改正する命令等の施⾏について.pdf

150 KB

（別添３）官報「就学前の⼦どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進
に関する法律第三条第⼆項及び第四項の規定に基づき内閣総理⼤⾂及び⽂部科
学⼤⾂が定める施設の設備及び運営に関する基準の⼀部を改正する告⽰」（令
和６年内閣府、⽂部科学省告⽰第１号）.pdf

236 KB

（別添２）官報「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事
業等の設備及び運営に関する基準の⼀部を改正する内閣府令」（令和６年内閣
府令第18号）.pdf

158 KB

（別添１）官報「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営
に関する基準の⼀部を改正する命令」（令和６年内閣府、⽂部科学省令第１
号）.pdf

178 KB
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